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３月31日㈫納付期限 国民健康保険料第10期、後期高齢者医療保険料第９期（普通徴収）

２
年
度
（
元
年
中
所
得
）

市
・
府
民
税
の
申
告
は

３
月
16
日
㈪
ま
で

と
き

　

３
月
16
日
㈪
ま
で
の
平
日
午
前
９

時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
５
時

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
告
が
必
要
な
人　

２
年
１
月
１
日

現
在
、
市
在
住
の
人

申
告
が
不
要
な
人

　

次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
人

◦
元
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
、
ま

た
は
合
計
所
得
金
額
が
35
万
円
×

（
同
一
生
計
配
偶
者
＋
扶
養
親
族

＋
１
）
＋
21
万
円 

※
同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
が

い
な
い
場
合
は
35
万
円

◦
税
務
署
で
確
定
申
告
を
す
る

◦
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
に
給
与

支
払
報
告
書
ま
た
は
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る

※
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
国
民
健

康
保
険
料
の
算
定
や
各
種
手
当
の

申
請
に
所
得
証
明
や
非
課
税
証
明

が
必
要
な
人
は
申
告

申
告
に
必
要
な
物

　

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
、
運
転
免

許
証
な
ど
）
、
印
鑑

※
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
同
封

申
告
方
法

　

直
接
ま
た
は
郵
送

◆
混
雑
を
避
け
る
た
め
個
別
の
申
告

期
間
に
ご
協
力
を

　

指
定
期
間
は
１
月
下
旬
に
送
付
し

た
申
告
書
封
筒
に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
９
８

　

市
役
所
で
は
確
定
申
告
（
税
務
署

分
）
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
書
は
門
真
税
務
署
の
申
告
会

場
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。　
　
　
　

※ 

年
末
調
整
を
し
な
い
人
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
初
め
て
受
け
る
人
は

税
務
署
の
確
定
申
告
が
必
要

門
真
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
４
月
１
日
㈬
か
ら
税
務
署
で
の
個

人
の
申
告
な
ど
に
係
る
面
接
相
談

は
事
前
予
約
が
必
要
に

事
前
予
約
が
必
要
な
相
談

◦
還
付
手
続
き
な
ど
の
確
定
申
告

◦
修
正
申
告
、
更
正
の
請
求

◦
そ
の
ほ
か
個
別
相
談

※
希
望
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
電
話

な
ど
で
予
約

◆
納
期
限
と
振
替
納
税
の
利
用

　

令
和
元
年
分
申
告
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
確
定
申
告
分
の
納
期

限
は
３
月
16
日
㈪
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
納
期
限
は
３
月
31
日
㈫

で
す
。
申
告
書
の
提
出
後
に
、
税
務

署
か
ら
納
付
書
の
送
付
や
納
税
通
知

な
ど
の
お
知
ら
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

納
付
に
は
便
利
な
振
替
納
税
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

参
照

◆
還
付
さ
れ
る
税
金
が
あ
る
場
合
の

受
取
方
法

　

受
け
取
り
に
振
込
み
を
希
望
す
る

場
合
は
、
確
定
申
告
書
の
「
還
付
さ

れ
る
税
金
の
受
取
場
所
」
欄
に
必
要

事
項
を
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
振
込
先
の
口
座
は
申
告
者
ご

本
人
名
義
の
も
の
（
氏
名
の
み
の
も

の
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
一
部
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
銀

行
は
還
付
金
の
振
込
不
可
。
事
前

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
銀
行
へ

確
認

問
合
先

　

門
真
税
務
署

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
１
８
１

小
型
充
電
式
電
池
（
ニ
カ
ド
電

池
、
ニ
ッ
ケ
ル
水
素
電
池
、
リ

チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
な
ど
）
は

正
し
く
処
分
を

　

小
型
充
電
式
電
池
は
、
電
池
メ
ー

カ
ー
な
ど
に
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
処
分
す

る
と
き
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
や

回
収
協
力
店
に
設
置
し
て
い
る
「
小

型
充
電
式
電
池
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク

ス
缶
」
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※
市
内
回
収
協
力
店
は
一
般
社
団
法

人
Ｊ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

◆
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
が
原
因
と

考
え
ら
れ
る
発
火
事
故

　

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
は
衝
撃
が

加
わ
っ
て
破
損
す
る
と
出
火
す
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、
市
ご
み
処

理
施
設
で
は
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電

池
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
発
火
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ご
み

収
集
時
に
お
い
て
も
、
混
載
に
よ
る

車
両
火
災
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
て
い

ま
す
。
小
型
充
電
式
電
池
は
「
小
型

ご
み
」
や
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
」
な
ど
で
は
出
さ
ず
、
セ
ロ
ハ

ン
テ
ー
プ
な
ど
で
電
極
部
分
を
覆
っ

て
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
缶
に
入
れ

て
く
だ
さ
い
。

◆
小
型
充
電
式
電
池
を
取
り
外
せ
な

い
小
型
家
電
の
場
合

　

小
型
ご
み
の
収
集
日
に「
キ
ケ
ン
」

な
ど
の
張
り
紙
を
し
て
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）０
０
４
８

令
和
２
年
度
学
生
納
付
特
例

４
月
１
日
㈬
か
ら
受
付
開
始

　

前
年
の
所
得
が
基
準
額
以
下
の
学

生
は
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
申
請

時
点
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
保

険
料
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
が
遅
れ
た
り
、
未
納
の
ま
ま

放
置
し
た
り
す
る
と
、
年
金
を
受
け

取
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

す
み
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

20
歳
以
上
の
学
生

※
対
象
外
の
学
校
に
在
籍
の
場
合
は

一
般
で
の
免
除
申
請
で
受
付

※
毎
年
４
月
に
更
新
手
続
き
が
必
要

申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学
生
証
ま
た

は
在
学
証
明
書
（
写
し
可
）

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定

日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
出

産
日
が
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

届
出
時
期　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月

前
か
ら
届
出
可

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
市
民
課
窓
口
で
配
布
ま

た
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
０
︲
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
︲
５
︲
５　

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎

年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま
た
は

使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２

日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続

き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度
分
は
課
税

さ
れ
、
払
い
戻
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
該
当
す
る
人
は
、
４
月
１
日

㈬
ま
で
に
手
続
き
を
し
な
い
と
翌
年

度
以
降
も
課
税
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
が
必
要
な
場
合

◦
譲
渡
（
名
義
変
更
）
し
た

◦
盗
難
、
解
体
な
ど
で
車
両
が
な
く

な
っ
た

◦
転
出
な
ど
で
定
置
場
が
変
わ
っ
た

※
住
民
票
の
異
動
と
は
別
に
申
告
が

必
要

◦
所
有
者
が
死
亡
し
た

◆
市
役
所
で
手
続
き
で
き
る
車
種

　

下
表
の
と
お
り

◆
そ
の
ほ
か
の
車
種
の
申
請
先

　

手
続
方
法
は
事
前
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・
軽
四
輪
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会

　

（
高
槻
市
大
塚
町
４
︲
20
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
８
４
１

軽
二
輪
（
１
２
５
cc
超
）
、
二
輪
の

小
型
自
動
車
（
２
５
０
cc
超
）

　

近
畿
運
輸
局
大
阪
運
輸
支
局

　

（
寝
屋
川
市
高
宮
栄
町
12
︲
１
）

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
５
８

◆市役所でできる手続きに必要な物
車種 申告場所 必要な物

・原動機付自転車
　（125cc以下）
・小型特殊自動車
・ミニカー

課税課
（市役所別館２階）
☎０６(６９０２)５８７４

・印鑑（スタンプ印不可）
・申告済証
・ナンバープレート

※ 市内の人へ譲渡した場合、双方の印鑑および住所・氏名・生年月日・連絡先の記
入が必要。ナンバープレートは継続使用可

※ 代理人が手続きする場合、代理人の印鑑も必要
※ 盗難などにあった場合、警察へ盗難届を出した後、必ず市役所でも手続きが必要
※ 申告済証を紛失した場合、身分証明書および車台番号の石ずり（車両に打刻され

ている車台番号に紙を当て、上から鉛筆でこすったもの）が必要

◆
飼
い
犬
登
録

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
生
涯
に

１
回
の
飼
い
犬
登
録
が
必
要
で
す
。

登
録
場
所　

環
境
対
策
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

登
録
手
数
料　

３
０
０
０
円

※
転
入
者
で
、
前
居
住
地
で
の
飼
い

犬
登
録
が
あ
る
場
合
は
登
録
変
更

が
必
要
。
環
境
対
策
課
ま
た
は
予

防
集
合
注
射
実
施
会
場
に
鑑
札
を

持
参

◆
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
毎
年
１
回
必

ず
受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
飼
い
犬
登
録
が
な
い
場
合
は
接
種

当
日
に
新
規
登
録

接
種
費
用　

３
３
０
０
円

※
新
規
登
録
の
人
は
３
０
０
０
円
が

別
途
必
要

持
ち
物　

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
実

施
の
お
知
ら
せ
（
飼
い
犬
登
録
が

あ
る
人
に
送
付
）

接
種
時
の
注
意
事
項

◦
飼
い
犬
に
関
す
る
事
故
は
飼
い
主

が
責
任
を
も
つ

◦
首
輪
や
リ
ー
ド
を
し
て
、
か
み
癖

が
あ
る
犬
に
は
口
輪
を
付
け
る

◦
犬
の
フ
ン
は
必
ず
後
始
末
す
る

雨
天
な
ど
に
よ
る
中
止
の
場
合

　

雨
天
の
場
合
は
日
程
を
変
更
し
ま

す
。
変
更
後
の
日
程
は
、
実
施
会
場

で
の
掲
示
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合

　

環
境
対
策
課
ま
で
ご
連
絡
を
。

問
合
先　

環
境
対
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

　

機
構
改
革
に
伴
い
、
４
月
６
日
㈪

以
降
の
問
い
合
わ
せ
先
は
「
環
境
政

策
課
」
に
な
る
予
定
で
す
。

※
詳
細
は
次
号
で
お
知
ら
せ

　

環
境
政
策
課
（
深
田
町
19
︲
５　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
１
２

◆２年度狂犬病予防集合注射日程表　
とき ところ

４月13日㈪
午前10時～11時 朝日町児童公園（朝日町９）
午後１時30分～３時 江端町１号公園（江端町37）

４月14日㈫
午後１時30分～２時30分 下島町児童遊園（下島町29）
午後３時～４時 舟田町東自治会館前広場（舟田町３）

４月17日㈮
午前９時30分～11時 保健福祉センター（御堂町14-１）

※雨天決行
午後１時30分～３時 大池町広場児童遊園（大池町22）

４月20日㈪
午後１時30分～２時30分 月出町児童遊園（月出町20）
午後３時～４時 元町児童遊園（元町17　門真神社裏）

４月21日㈫
午後１時30分～２時30分 三島神社駐車場（三ツ島１丁目15）
午後３時～４時 一番柳田町北１号緑地（一番町３）

４月24日㈮
午前９時30分～11時 四宮１号公園

（四宮２丁目９　JA北河内四宮支店東側）

午後１時30分～３時30分 南部市民センター（島頭４丁目４-１）
※雨天決行

４月25日㈯ 午後１時30分～３時30分 門真市役所前
※雨天決行

※車での来場はご遠慮ください

犬の登録と狂犬病予防注射

税

金

環

境

年

金

原
付
バ
イ
ク
、軽
自
動
車
な
ど
の

名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き
は

　
　

４
月
１
日
水
ま
で
に
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